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第１ 方針策定の目的と位置付け 

 １ 方針策定の目的 

  浪江町は、平成２３年３月１１日に発生した東日本大震災及び東京電力福島第一

原子力発電所の事故という未曽有の複合災害により全町民が町外への避難を余儀

なくされ、その影響により急激な少子高齢化や人口減少の局面を迎えています。そ

のため、今後、税収等の財源が減少していくなど厳しい財政状況が予想されること

から、更なる効率的で効果的な行財政運営が求められています。 

  その一方で、震災により被災した町営住宅や小中学校等の公共施設を解体したこ

とに伴い、多くの未利用公有地が存在します。現状、その利活用に向けた方針が未

策定であるため、利活用が十分に進まずに、維持管理に対するコストを負担し続け

なければならないという課題に直面しています。 

  このような状況のなか、未利用公有地の売却・貸付けの利活用を行うことより自

主財源の確保を図ることは、今後の当町における行財政運営にとって極めて重要で

す。このことから、未利用公有地における課題を明確にし、その利活用に対する基

本的な考え方を定めるとともに、広くその考え方を公表することで、未利用公有地

の適正な管理はもとより、売却・貸付けによる町民や民間事業者（以下「民間事業

者等」といいます。）による持続可能な利活用を推進し、当町の復興の推進及び健全

な行財政運営の執行に資することを目的として、『浪江町未利用公有地利活用基本

方針』を策定します。 

 

 ２ 方針の位置付け 

  本方針は当町の最上位計画である『浪江町復興計画【第三次】後期基本計画』に

おける復興の考え方との整合を図り、策定します。 
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第２ 未利用公有地の現状と課題 

 １ 公有地の保有状況 

  (1) 公有地の分類 

   当町が保有する公有地については、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第

２３８条において、行政財産と普通財産に分類されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (2) 公有地の保有状況 

   町一般会計における公有地の保有状況は下表のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：平成22年度財産に関する調書（一般会計）   

令和６年度財産に関する調書（一般会計）より 
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 ２ 未利用公有地の定義 

  未利用公有地とは、公有地のうち、以下のものをいいます。 

 

 

 

 

 

 

 ３ 主な未利用公有地 

  当町における主な未利用公有地は下表・下図のとおりになりますが、このほかに

も多数の未利用公有地が存在しております。 
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 ４ 未利用公有地利活用の課題 

  (1) 未利用公有地に係る財政的負担 

   未利用公有地であっても維持管理に係る費用は必要であり、特に周辺環境保全

のための除草作業等による維持管理費が増大し、財政的な負担となっています。 

   また、活用需要の把握ができていない若しくは活用需要のない未利用公有地に

対して、売却・貸付け時に必要となる不動産鑑定や測量等の業務委託に費用をか

けることは費用対効果の観点から慎重に行う必要があります。 

 

  (2) 維持管理不十分による地域の景観利益の阻害と価値の低下 

   財政的要因や人員不足による未利用公有地の維持管理が不十分となる場合が

あります。管理不十分な土地があることで、その地域に住む方々の景観利益を阻

害するとともに、その地域のエリア全体の価値を低下させる恐れがあります。 

 

  (3) 利活用を阻害する様々な物理的要因 

   未利用公有地のなかには、売却や他用途への活用が比較的容易なものから、未

接道、狭小又は不整形等といった様々な物理的要因により、必ずしも現状のまま

での利活用が可能でないものまで、多種多様な物件が存在しています。 

   また、震災の影響により環境省の解体工事にて建物を解体した公共施設跡地に

ついては、解体工事の対象とならなかった地下工作物が残置されている場合があ

り、売却時には必要に応じて、当該工作物の解体撤去費用を控除した価格をもっ

ての売却や事前に町にて解体撤去を行ったうえでの売却をすることになります。 

 

  (4) 庁内における利活用推進に向けた体制不足 

   未利用公有地を有効に利活用するための情報に関して、全庁的な情報共有化が

図れていない状況にあり、未利用公有地の利活用に係る組織横断的な検討体制、

仕組み、また事務的な流れも明確にルール化されていません。 

 

  (5) 情報発信不足による民間需要の未把握 

   未利用公有地の情報について、民間事業等への情報提供を行えておらず、民間

需要の把握が出来ていない状況にあります。 

 

  (6) 土地取引に関する知見不足 

   当町には土地取引の知見を有する職員が少なく、売却・貸付けの契約時にトラ

ブルを誘発する可能性があります。 

４ 未利用公有地利活用の課題 
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第３ 未利用公有地利活用の考え方 

 １ 未利用公有地利活用の基本原則 

  地方公共団体が所有する公有地については、地方財政法第８条において「常に良

好の状態においてこれを管理し、その所有の目的に応じて最も効率的に、これを運

用しなければならない」と定められております。 

  しかしながら、当町が所有する公有地の中には、行政的役割を終えたままのもの

や将来的利活用計画が定まっていないものなど多数の未利用公有地が存在します。

こうした公有地に対して、具体的な利活用方策を講じないまま保有し続けることは、

地方財政法第８条の趣旨に反するだけでなく、本来は公共の福祉の増進に資するた

めにある公有地が単に維持管理費等の行政負担が継続的に発生する「負債」となっ

ています。 

  震災の影響を受け、急速な少子高齢化や人口減少が進むとともに税収等の財源減

少による厳しい財政状況にある当町であるからこそ、未利用公有地について、経営

的な視点を持ち、民間事業者等の民間活力を活用しつつ、町の財政負担を最小限に

抑え、戦略的に運用していくことで、未利用公有地を「負債」ではなく『経営資産』

に転換させ、町の復興の推進に活用させていくことが重要であり、このことを当町

における未利用公有地の利活用に関する基本原則とします。 
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 ２ 未利用公有地利活用に向けた取組方針 

  上記１の基本原則に則り、今後の未利用公有地の利活用にあたっての取組方針を

以下のとおりとします。 

   

 

   未利用公有地については、町民共有の財産であり、町が公共の福祉のために利

用することが最も望ましいことから、庁内照会等により、行政活用を先行して検

討していきます。 

   

   

   行政目的による利活用の予定のない未利用公有地については、民間事業者等の

民間活力を活用していくために、積極的に売却・貸付けを行っていきます。 

   

   

   未利用公有地の利活用を円滑に進めるために、利活用可能な公有地をリスト化

し、広く民間事業者等へ公表するとともに、市場調査の実施など民間事業者等へ

の営業活動を積極的に行うことにより、民間活力活用の推進に繋げていきます。 

 

 ３ 未利用公有地利活用の評価指標 

  本方針における取組みを進めた結果、「未利用公有地利活用の基本原則」の実現

にどの程度近づけたのかを測定するため、下記のとおり、本方針における評価目標

を設定いたします。なお、設定期間に関しては、当町の最上位計画である浪江町復

興計画【第三次】後期基本計画との整合を図るため、後期基本計画の計画期間であ

る令和 8 年度から令和１２年度までの５年間といたします。 

 

指標名 
目標値 

Ｒ8 年度 Ｒ9 年度 Ｒ10 年度 Ｒ11 年度 Ｒ12 年度 累計 

未利用公有地 

利活用件数 
２件 ３件 ５件 ５件 5 件 20 件 

 

取組方針Ⅰ 行政活用の先行検討 

取組方針Ⅱ 積極的な売却・貸付けの推進 

取組方針Ⅲ 民間事業者等への情報発信等による民間活力活用の推進 

２ 未利用公有地利活用に向けた取組方針 

３ 未利用公有地利活用の評価指標 
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第４ 未利用公有地利活用までの流れ 

 １ 未利用公有地の現状把握等 

  (1) 現状把握 

   公有地所管課は、自身が所管する公有地の現状把握を含めた棚卸を実施し、売

却・貸付けが可能な未利用公有地がないか検討を行います。検討の結果、利活用

可能な未利用公有地であると判定した場合には、公有地所管課は登記事項証明書

や地積測量図等の関係書類を整理した上で、公有財産担当課（浪江町課設置条例に

おいて「財産に関すること。」を事務分掌とする課をいいます。以下同じ。）へ当該公有地

の情報を提供するものとします。 

 

  (2) 情報の集約 

   公有財産担当課は、公有地所管課より情報提供を受けた未利用公有地について、

固定資産台帳への情報蓄積などを行い、利活用に必要な情報を一元管理するもの

とします。 

 

  (3) 事前協議 

   公有地所管課と公有財産担当課は、未利用公有地利活用に向けた事前協議を行

い、利活用に当たっての課題がある場合は、必要に応じてその課題の整理を行い、

解決方法や役割を協議した上で、連携して課題解決に向けた取組みを行うものと

します。 

 

〈利活用に当たっての主な課題の例〉 

 ○権利関係に関するトラブル・紛争 

 ○境界に関するトラブル・紛争 

  （境界杭の復元、筆界特定制度の活用等） 

 ○土壌汚染等 

  （土地利用履歴の確認、土壌汚染対策法による調査・届出等） 

 ○財産処分手続き上の制約 

  （補助金充当有無の確認、補助金処分制限期間の確認、補助金国庫返納有無の

確認、必要に応じた国庫返納等） 

 ○利活用を阻害する物理的要因 

  （接道不備、不整形地等） 

 ○利活用を制限する各種規制 

  （都市計画法をはじめとする土地利用規制等） 

 

   第４ 未利用公有地利活用までの流れ 

１ 未利用公有地の現状把握等 
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  (4) 管理 

   未利用公有地は、利活用がなされるまで、当然のことながら、町において管理

を行っていく必要があります。管理の実施に当たっては、浪江町財務規則第１６

８条における公有財産の管理区分に応じて、各公有地所管課が同規則第１７２条

に掲げる事項に留意をし、管理を行うものとします。 

 

○浪江町財務規則 

(公有財産の管理区分) 

第 168 条 財産管理者は、この規則に別段の定めがある場合を除くほか、次の各号に掲

げる区分に従い、当該各号に定める者とする。ただし、町長が特に必要があると認め

るときは、別に指示するところによる。 

(1) 公の施設の用に供する公有財産 当該公の施設に係る事務又は事業を所掌する

各課等の長 

(2) 公用に供する公有財産(本庁舎の用に供するものを除く。) 当該公用の目的であ

る事務又は事業を所掌する各課等の長 

(3) 前 2 号に掲げるもの以外の公有財産 総務課長 

(公有財産の管理) 

第 172 条 財産管理者は、その管理する公有財産について、常にその現況を把握し、次

の各号に掲げる事項に留意して管理しなければならない。 

(1) 公有財産の維持、保全及び使用の適否 

(2) 使用料又は貸付料の適否 

(3) 土地の境界 

(4) 公有財産の増減とその証拠書類の符合 

(5) 公有財産と登記簿又は登録簿、財産台帳及び関係図面との符合 

 

 ２ 利活用意向・動向の把握 

  (1) 庁内利用の確認 

   公有財産担当課は、必要に応じて事前協議の結果を踏まえ、当該未利用公有地

の庁内での他の行政目的での利活用意向の有無を確認します。 

   意向確認の結果、その利活用が適当と認められる場合には、当該部署に浪江町

財務規則第１７８条の規定に基づき、当該公有地を引き継ぐこととし、庁内で利

活用意向がない場合、または利活用意向があってもその内容が適当ではない場合

には、民間事業者等への売却・貸付けを検討するものとします。 

 

２ 利活用意向・動向の把握 
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○浪江町財務規則 

(所管換え) 

第 178 条 財産管理者は、その管理に係る公有財産について必要があるときは、他の財

産管理者の下に移すこと(以下「所管換え」という。)ができるものとする。 

2 財産管理者は、前項の規定により所管換えをしようとするときは、これを受けるべき

財産管理者と協議し、公有財産所管換承認申請書(第 80 号様式)によりこれを受ける

べき財産管理者と連名で町長の承認を受けなければならない。 

3 財産管理者は、前項の規定により所管換えをするときは、公有財産引継書(第 81 号

様式)に当該公有財産に係る関係書類及び関係図面を添えて、当該公有財産の引継ぎを

受けるべき財産管理者に、当該公有財産を引継がなければならない。 

4 異なる会計間において所管換えをするときは、当該会計間において、有償としなけれ

ばならない。ただし、町長が特に認めた場合は、この限りでない。 

 

  (2) 民間事業者等の動向把握 

   民間事業者等への売却・貸付けを推進するにあたり、事前に民間事業者等のニ

ーズや動向を把握することは極めて重要であることから、積極的に「サウンディ

ング型市場調査」や「オンラインニーズ調査」などを実施し、民間事業者等の関

心度やアイデアの把握に努めます。 

 

サウンディングの概要 
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サウンディングの流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ３ 個別実施方針の策定 

  (1) 優先順位を持った検討 

   庁内利活用の意向のない未利用公有地は、積極的に民間事業者等への売却・貸

付けの検討をしていくべきですが、検討に当たっては、個々の公有地状況を十分

に把握した上で、最適な選択を行う必要があるとともに、敷地境界線の確認や登

記事務等といった多くの事務を伴います。 

   このことから、全ての未利用公有地を一度に検討することは現実的に困難であ

り、当面は、より活用の効果が期待できる公有地、速やかに課題解決すべき公有

地及び比較的容易に活用できる公有地を優先的に検討していくものとします。 

 

  (2) 利活用におけるビジョン・与条件の設定 

   当該未利用公有地の利活用が『浪江町復興計画【第三次】』における復興の基本

方針の実現に資するものになるよう利活用におけるビジョンを設定します。 

   併せて、ビジョンの実現をするために利活用における与条件の設定を行います。

なお、設定するビジョン・与条件については、公有地利活用を単独で考えず、周

辺地域のエリア全体像を踏まえた検討を行うとともに、将来的なまちづくりの観

点、政策的な利活用の制限及び誘導の必要性等を勘案して設定を行います。また、

設定に当たっては、庁内での全庁的な検討を行うほか、状況に応じて地域住民か

らの意見聴取なども行います。 

３ 個別実施方針の策定 
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  (3) 利活用手法の整理 

   公有財産担当課は、公有地所管課と協議の上、「公共性」と「市場性」の二軸に

より、第５に掲げる民間事業者等への売却・貸付け及び民間活力を活用した利活

用方法など様々な手法のなかから、当該未利用公有地に最も相応しい利活用手法

を整理します。 

 

公共性 

  当町が保有し、公共的に利用する必要性、財産としての希少性、環境保全

や文化的価値の有用性が高く、町が保有すべきとする基準 

 ○公共性が高い … 広く住民に必要性があり、行政全体で保有すべき公有地 
 ○公共性が低い … 個々に必要性が異なり、民間で保有してもよい公有地 

 
市場性 

  公有地の所在する立地、用途地域、面積・形状等の特性に由来する市場に

おいて評価される資産価値に関する基準 

 ○市場性が高い … 用途地域内にある整形の土地など 

 ○市場性が低い … 都市計画区域外にある土地、狭小な土地、インフラが 

未整備な土地や土砂災害警戒区域に指定されている土地など 

利活用手法の評価軸 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (4) 個別実施方針の決定 

   上記(2)において設定した利活用におけるビジョン・与条件と、(3)において整

理した利活用手法を当該未利用公有地の個別実施方針として取りまとめを行い、

取りまとめた個別実施方針に基づき、売却・貸付けの実施要領や事業者選定の際

の評価基準等の作成を行い、利活用を実施していきます。 
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第５ 未利用公有地の利活用手法 

 １ 未利用公有地の利活用手法 

  未利用公有地の利活用手法は、下図のとおり、行政が主体となった利活用手法で

ある「行政活用」と、民間事業者等が主体となった利活用手法である「売却」、「貸

付け」が挙げられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ２ 行政活用 

  公有地が町民共有の財産であることから、町が公共の福祉のために整備する公共

施設の建設用地などの行政活用が最も望ましい利活用手法と考えられますが、公共

施設整備は町の財政負担が大きく、国・県からの交付金などの有力な財源がなけれ

ば、実施するのが難しいというデメリットがあります。 

  なお、庁内照会の結果、直近での行政活用の予定がない場合であっても、次のい

ずれかに該当するものは当面の間は継続保有することとし、一時貸付けを行いなが

ら、行政目的で利活用を検討していきます。 

 

 

 

 ３ 売却 

  売却の場合、民間事業者等が未利用公有地を買い受け、民有地として開発事業を

行うことが想定され、土地売却の収益や固定資産税等の収入が得られますが、町と

して土地利用のコントロールが困難になるというデメリットがあります。 

  売却方法に関しては、一般競争入札が原則となりますが、それぞれの未利用公有

地の実情に応じて、多様な売却方法から最適な方法を選択していく必要があります。 

  また、売却をより一層推進していくために、複数の公有地をまとめて売却する一

括売却（バルクセール）やインターネットオークションを活用した公有地売却など

についても検討していきます。 

   第５ 未利用公有地の利活用手法 

１ 未利用公有地の利活用手法 

２ 行政活用 

３ 売却 
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売却方法の選択フロー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ４ 貸付け 

   貸付けの場合、民間事業者等が未利用公有地を借り受け、公有地のうえに建物

を整備し維持管理、運営を行うことが想定されます。建物の所有を目的とした公

有地の貸付けに関しては、一般的に借地借家法の規定が適用され、貸付けの方法

としては、借地借家法第３条に基づく普通借地のほか、定期借地権を活用した貸

付けや、借地借家法の適用を受けない一時貸付けが挙げられます。 

定期借地権の種類 

 

 

 

 

 

   なお、ここでいう貸付けは有償貸付けを指し、町は未利用公有地の所有者とし

て貸付期間中は、建物に対する固定資産税等のほかに長期的に安定した賃料収入

が得られるメリットがあります。 

   また、通常、貸付けの対象となる公有地に関しては普通財産がほとんどですが、

行政財産のうち、本来の用途または目的に支障がない範囲の余裕部分である未利

用公有地に関しても、地方自治法第２３８条の４第２項の規定に基づき、その用

途または目的を妨げない限度において、貸付けを行うことを検討していきます。 

４ 貸付け 
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 ５ 無償若しくは時価よりも低い価格での譲渡、貸付け 

   売却及び有償貸付けが困難な公有地については、活用されなければ負債のまま

であるため、広く民間事業者等に活用していただくためにも、公募型プロポーザ

ル等を実施して、地域振興への貢献策の提示がなされるなど、町の掲げる課題解

決に寄与する提案内容であった場合には、民間事業者等への無償若しくは時価よ

りも低い価格での譲渡・貸付けを行うことも検討していきます。 

   なお、無償若しくは時価よりも低い価格での譲渡・貸付けを行う場合には、財

産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例（昭和３９年条例第１号）に定める場

合を除くほか、地方自治法第９６条第１項の規定により議会の議決を経た上で、

手続きを行います。 

 

 ６ 民間活力を活用した利活用方法 

  民間事業者等への売却・貸付けを行うにあたっては、積極的に民間事業者等の技

術や幅広いノウハウを活用した取組みを効率的かつ効果的に推進していきます。 

  (1) トライアル・サウンディング 

   未利用財産の活用を進めていく際に、本格的な運用・売却の前段として、暫定

的な利活用が見込まれる公有地については、「トライアル・サウンディング」の手

法を有効に活用し、民間事業者が参入しやすい環境を整えていきます。 

 

トライアル・サウンディングのイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 無償若しくは時価よりも低い価格での譲渡、貸付け 

６ 民間活力を活用した利活用方法 
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  (2) 随意契約保証型民間提案制度 

   公有地利活用や維持管理に関し、住民サービスの向上や地域経済の活性化、当

町の財政負担の軽減、町各種計画の推進など、当町の自治体経営に資する民間事

業者の自由なアイデアや豊富なノウハウを活かした効果的な提案を募る「公有地

活用随意契約保証型民間提案制度」の導入を行い、未利用公有地の民間主導によ

る利活用を図っていきます。 

   なお、本制度において民間事業者の提案内容は知的財産として取り扱い、その

情報を保護するとともに、当町との協議を経て事業化が決定した場合は、提案の

あった民間事業者と随意契約をすることを前提としていきます。 

 

随意契約保証型民間提案制度のイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (3) 事業パートナー方式 

   利活用をより創造性・実現性の高いものとするため、従来の官民連携事業の公

募手法のように、町が事業計画・要求水準書を先行して定めたうえで「誰と協業

するか」を選定するのではなく、町が最低限のビジョンと与条件だけを定めたの

ちに「誰と協業するか」を選定し、その選定した「事業パートナーとともに」事

業計画・要求水準書策定から事業（設計・施工・維持管理運営）実施までを一緒

に作り上げていく方法論である『事業パートナー方式』の導入を検討していきま

す。 
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事業パートナー方式のイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (4) 成果連動型民間委託 

   未利用公有地の売却に係る競争性を向上させるとともに、売却業務の手続きを

効率かつ適正に実施することを目的として、未利用公有地の売却業務について、

不動産事業者等への「成果連動型民間委託」の導入も検討していきます。 

 

未利用公有地売却業務の成果連動型民間委託フロー（参考：宮崎市） 
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第６ 未利用公有地利活用の推進体制等 

 １ 利活用推進に向けた庁内体制 

   未利用公有地の利活用に関しては、公有財産担当課が中心となり、全庁的な検

討体制を構築しながら、利活用に向けた検討を進めていきます。 

 

  (1) 公有財産担当課 

   未利用公有地の情報管理及び対外への情報公開を行うともに、公有地所管課と

連携をし、未利用公有地の売却・貸付けを中心となり実施していきます。 

 

  (2) 公有地所管課 

   所管する未利用公有地の利活用の可能性を検討し、その検討結果をもとに公有

財産担当課と連携し、利活用に向けた取組みを実施していきます。 

 

  (3) 政策調整会議 

   副町長及び各課等の課長補佐の職にある者で構成する「政策調整会議」の場を

活用し、未利用公有地に関する情報を共有の上、利活用の優先順位の設定、利活

用におけるビジョン・与条件の設定及び利活用手法の整理について、総合的かつ

多角的に検討・協議を行い、その結果に基づき、個別実施方針案の取りまとめを

行うなど、本方針に基づく取組みを全庁的に推進していきます。 

 

 ２ 利活用推進に向けた仕組みの検討 

  (1) 利活用を担う人材の育成 

   未利用公有地の利活用を推進していくためには、事務担当者だけではなく、全

ての職員において、公有財産に関する知識や民間事業者等に対する営業力の向上

が不可欠ですので、定期的な研修会や講習会等により、未利用公有地利活用を担

える人材の育成に取り組むものとします。 

 

  (2) 本方針の適宜改正 

   当町を取り巻く社会情勢や財政状況は目まぐるしく変動してくることが想定

されます。また、民間事業者等の柔軟な発想力や他自治体の先進的な取組みなど

により、未利用公有地の利活用手法は、日々進化していきます。このような状況

に柔軟に対応していくために、適宜本方針の改正を行っていきます。 

 

   第６ 未利用公有地利活用の推進体制等 

１ 利活用推進に向けた庁内体制 

２ 利活用推進に向けた仕組みの検討 
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  (3) PREマネジメントサイクルによる進行管理 

   未利用公有地の利活用を効率的かつ継続的に実践していくために、国土交通省

による「PRE(※)マネジメントサイクル」の考え方を採用します。 
  ※PRE とは、Public Real Estate の略で、地方公共団体が自ら所有、利用する不動産（公的不動

産）を意味します。 

PREマネジメントサイクルの考え方 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (4) 積極的なPR活動・情報発信 

   民が官を選ぶ時代と呼ばれる昨今において、いかに民間事業者等に関心を持っ

てもらい、未利用公有地利活用に参画してもらうために、未利用公有地に関する

特設ページを町ホームページに設置するほか、町が自ら営業活動を行うなど、積

極的に PR 活動・情報発信に努めていきます。 

 

  (5) 民間事業者等の柔軟かつ自由な発想を保証するための規制緩和 

   民間活力活用の効果を最大限引き出すためには、民間事業者等の柔軟かつ自由

な発想を保証することが重要ですので、必要に応じて、民間事業者等の活動に関

する規制の緩和に恐れず対応していきます。 

 

  (6) 売却・貸付けによる収益の活用 

   未利用公有地の売却・貸付けにより生じた収益は、未利用公有地の活用を阻害

する様々な物理的要因（接道不備や不整形地等）解消の原資として活用するほか、

浪江町公共用施設維持基金への積立てを行うほか、町民共通の財産から得られた

収入として、町が持続的に発展していくために行う事業等の原資として活用を図

っていきます。 
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第７ 未利用公有地利活用フロー図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   第７ 未利用公有地利活用フロー図 



 

 

 

浪江町未利用公有地利活用基本方針 

令和８年３月策定 

 

〒979-1592 

福島県双葉郡浪江町大字幾世橋字六反田７-２ 

浪江町役場 総務課 管財係 

TEL：0240-34-0237 FAX：0240-35-5352 

Mail：namie11040@town.namie.lg.jp 


